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はじめに

 「制度検討作業部会 第二次中間とりまとめ」において、卒FIT電気に係る非FIT非
化石証書（卒FIT証書）は、2019年11月発電分より証書化の対象とすることとさ
れており、卒FIT証書に関する現時点で顕在化している課題について整理が必要。

 本日ご議論頂きたい議題は以下のとおり。

1. 一般送配電事業者が把握できない電力量の認定について
①一受電地点に電源種の異なる複数の電源が存在する場合
②複数の燃種の混焼発電の場合

2. 電気事業者以外の者による卒FIT電源の調達について
3. 非化石電源の認定にかかるスケジュールについて（報告）
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(参考) 電力量の認定について
 第25回制度検討作業部会(平成30年10月22日)において、国は、非FIT非化石証書の信頼
性を担保するため、当該発電設備が確かに非FIT非化石電源であることを認定（設備認定）す
るとともに、その電力量が正確な値であることを認定（電力量認定）することとされた。

 また同作業部会において、電力量認定にあたっては、一般送配電事業者が託送供給等業務で
得た電力量データを活用することとされた。
第32回制度検討作業部会 中間とりまとめを基に作成
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１．一般送配電事業者が把握できない電力量の認定について

 一般送配電事業者が託送供給等業務の一環で把握することが出来ない非化石電
源に係る電力量も存在する。具体的には以下のようなものが想定されている。

①一受電地点に電源種の異なる複数の電源が存在する場合
②複数の燃種の混焼発電の場合

 そのような場合においても、非化石価値を埋没させずにできるだけ多くの価値を活用す
る観点から、なんらかの方法で正確性を担保しつつ、非化石電源に係る電力量として
認定することが重要ではないか。

 また、正確性の担保の手段としては、他制度において既に認められ、運用されている手
法を用いて担保することとしてはどうか。
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１．① 一受電地点に電源種の異なる複数の電源が存在する場合
 電気の計量制度については、第19回電力・ガス基本政策小委員会（令和元年6月26日）におい
て、計量法関係法令に基づく電気の計量制度の解釈、運用等の明確化がなされた。

 非化石電源に係る電力量認定にあたっては、当該電力量が正確に計量されていることが前提であり、
当然、電気の計量制度上の運用が適用されるもの。電気の計量制度の観点から認められている
ものについては、非化石電源に係る電力量認定にあたっても、同様に認めることが適当ではないか。

 具体的には、一つの受電地点に種類の異なる複数の電源が存在するようなケースで、一般送配
電事業者が当該受電地点の電力量の合計値のみ把握可能な場合においても、計量法の観点か
ら電源別の電力量の算出が認められている場合は、当該電力量を以て電力量認定を行うこととし
てはどうか。

 以下のような按分計量や差分計量については、電気の計量制度上認められているものであり、非化
石電源に係る電力量認定においても同様に認めることとしてはどうか。

按分計量 差分計量（10kW未満に限る）
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１．① 一受電地点に電源種の異なる複数の電源が存在する場合(按分計量)
 電気の計量制度上、一つの受電地点に種類の異なる複数の電源が存在するようなケースであっても、
一定の要件※1,2を満たした場合、系統連系する受電地点に設置されている電力メーター（親メー
ター：Ｍ）の計量値を、発電設備ごとに設置された電力メーター（子メーター：ｍ１、ｍ２）の
計量値によって按分することにより、発電設備ごとの電力量の計量として取り扱うことが可能とされ
ている。

 このため、具体的には一受電地点に非化石電源と化石電源が併設されているような場合等において、
系統連系する受電地点に設置されている電力メーター（親メーター：Ｍ）の計量値を、発電設
備ごとに設置された電力メーター（子メーター：ｍ１、ｍ２）の計量値によって按分することにより、
当該非化石電源の電力量認定を行うことを認めてはどうか。

発電事業者等がG2由来の電力量を按分
計量により算出

（計算方法）
G2由来の電力量
＝計器M×計器m2/(計器m1+計器m2)

按分計量による電力量の算出

発電事業者等が国（電力
量認定事務局）へ報告※3

報告

G1:化石電源
G2:非化石電源

※3証書の発行にあたっては、発電
事業者が、非化石電源から発電
された電力量を認定主体である
国へ報告することとされている。

※1親メーター、子メーターともに計量法関係法令で規定されている検
定済の特定計量器の設置が必要。
※2取引の当事者が各メーターの値をいつでも把握できるように配置し、
同じタイミングで検針を行うことについて合意するなど、正確な計量が
担保されていること。
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１．① 一受電地点に電源種の異なる複数の電源が存在する場合(差分計量)

 電気の計量制度上、発電設備容量が10kW未満の太陽光発電の余剰売電で、一つの受電地
点に種類の異なる複数の電源が存在するようなケースであっても、一定の要件※1,2を満たした場合、
系統連系する受電地点に設置されている電力メーター（親メーター：Ｍ）と、2つのうちの１つの
発電地点に設置されている電力メーター（子メーター：ｍ）との差分値を電源G1の電力量の計
量として取り扱うことが可能とされている。

 このため、例えば一受電地点に卒FIT太陽光とエネファームが併設されているような場合等において、
系統連系する受電地点に設置されている親メーター（M）の計量値と子メーター（m）の差分
値を卒FIT太陽光発電の電力量として認定することを認めてはどうか。

当該余剰電気を買取っている小売電気事
業者等が、
G1由来の電力量を差分計量により算出

（計算方法）
G1由来の電力量＝計器Mー計器m

差分計量による電力量の算出

小売電気事業者等が国（電
力量認定事務局）へ報告※3

報告

G1:卒FIT太陽光
G2:エネファーム

※3卒FIT電源等の小規模な非化石
電源については、電気を調達した小売
電気事業者が当該電力量を認定主
体である国へ報告することとされている。

※1親メーター、子メーターともに計量法関係法令で規定されている検
定済の特定計量器の設置が必要。
※2取引の当事者が各メーターの値をいつでも把握できるように配置し、
同じタイミングで検針を行うことについて合意するなど、正確な計量が
担保されていること。
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令和元年6月第19回電力・ガス基本政策小委資料より抜粋（参考）
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令和元年6月第19回電力・ガス基本政策小委資料より抜粋（参考）
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１．② 複数の燃種の混焼発電の場合

 バイオマス等の混焼発電の場合、一般送配電事業者は当該発電設備から発電される電力量は
把握しているものの、託送供給等業務上、燃種毎の発電量までは把握することはできない。

 他方、FIT制度においては、混焼発電の場合は、混焼比率に応じて電力量を按分することでFIT
制度の対象となる電気の買取電力量を算定している。

 非FIT非化石電源の混焼発電の電力量認定においても、既に運用されているFIT制度と同様の
方法に基づき、混焼比率に応じて電力量を按分することで、電力量認定を行うこととしてはどうか。

 具体的には、設備認定の段階で発電事業者より混焼比率の計画の提出及び毎月のサンプリン
グの実施等を行い、国※に報告することとしてはどうか。
※国及び国の委託事業者を含む

設備認定 電力量認定

発電事業者

国（認定事務局）

発電設備

事業者からの報告を以て
非化石電源として認定する

混焼比率の計画の作成

国へ報告

事業者からの実績報告を基に
非化石電力量を認定する

毎月サンプリングを行い、
混焼比率の実績を報告

国へ報告
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２．電気事業者以外の者による卒FIT電気の調達について

 2019年11月の住宅用太陽光発電の固定価格買取期間の終了に伴い卒FIT電源の買取ビジネ
スが検討されているなかで、電気事業者ライセンスを有さないアグリゲーターが卒FIT電源を調達
した場合の非化石価値の考え方について整理が必要。

 電気事業者ライセンスを有さないアグリゲーターについては、プラットフォーム研究会において、需要家
側エネルギーリソースを活用したエネルギーサービスの類型の１つとして整理が進められている。

第7回 次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会より抜粋





17

1. 一般送配電事業者が把握できない電力量の認定について
①一受電地点に電源種の異なる複数の電源が存在する場合
②複数の燃種の混焼発電の場合

2. 電気事業者以外の者による卒FIT電源の調達について
3. 非化石電源の認定にかかるスケジュールについて（報告）




